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は  

改    正    後  改    正    前  

１  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

第 五 条 第

二 十 五 項 に 規 定 す る 主 務 大 臣 が 定 め る 補 装 具 の 種 目

視 覚 障 害 者 安 全

の

修 理 に 限 車 載 用 姿 勢 保 持 装 置

つ え 及 び 重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置 次

項 か ら 第 六 項 ま で に 定 め る 基 準 以 外 の 基 準 別 表 の と

障 害 の を 特 に 考 慮 し て 市

町 村 が 費 用 を 支 給 す る 補 装 具 別 表 の 規 定 に か か わ ら

法 第 七 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 そ の

他 主 務 省 令 で 定 め る 機 関 の 意 見 に 基 づ き 当 該 市 町 村 が 定 め る も の

 

  

１  障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

第 五 条 第

二 十 五 項 に 規 定 す る 主 務 大 臣 が 定 め る 補 装 具 の 種 目

の 修 理 に 限 車 椅

座 位 保 持 椅 子

具 つ え 及 び 重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置 と

次 項 か ら 第 六 項 ま で に 定 め る 基 準 以 外 の 基 準 別

表 障 害 の を 特 に 考 慮

し て 市 町 村 が 費 用 を 支 給 す る 補 装 具 別 表 の 規 定 に か

法 第 七 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 身 体 障 害 者 更 生 相 談

所 そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 機 関 の 意 見 に 基 づ き 当 該 市 町 村 が 定 め

 

  

別表 

１ 購入基準 

 ⑴ 義肢―殻構造義肢 

   （略） 

 ア・イ （略） 

 ウ 基本価格 

名  称 採  型 

区  分 

型  式 価  格 

円 

備  考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（注） 

１～３ （略） 

４ ソケットについて、オの完成用部品を使用する場合は、基

本価格に40％を乗じた価格を上限額とし、チェックソケット

別表 

１ 購入基準 

 ⑴ 義肢―殻構造義肢 

   （略） 

 ア・イ （略） 

 ウ 基本価格 

名  称 採  型 

区  分 

型  式 価  格 

円 

備  考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（注） 

１～３ （略） 

４ 陽性モデルの製作を必要としないダイレクトソケットシス

テムについては、基本価格に40％を乗じた価格を上限額と
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は使用できないこと。また、ソケットの製作要素価格におい

ては、いかなる加算もできないこと。 

 

 エ～キ （略） 

⑵ 義肢―骨格構造義肢 

 ア・イ （略） 

 ウ 基本価格 

名  称 採  型 

区  分 

型  式 価  格 

円 

備  考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（注） 

１～３ （略） 

 ４ ソケットについて、オの完成用部品を使用する場合は、基

本価格に40％を乗じた価格を上限額とし、チェックソケット

は使用できないこと。また、ソケットの製作要素価格におい

ては、いかなる加算もできないこと。 

エ～キ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

⑶・⑷ （略） 

⑸ 姿勢保持装置 

  （略） 

ア～オ （略） 

カ 耐用年数 

耐用年数 

     年 
備     考 

（略）   （略） 

し、チェックソケットは使用できないこと。また、ソケッ

トの製作要素価格においては、いかなる加算もできないこ

と。 

 エ～キ （略） 

⑵ 義肢―骨格構造義肢 

 ア・イ （略） 

 ウ 基本価格 

名  称 採  型 

区  分 

型  式 価  格 

円 

備  考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（注） 

１～３ （略） 

 ４ 陽性モデルの製作を必要としないダイレクトソケットシス

テムについては、基本価格に40％を乗じた価格を上限額とし

、チェックソケットは使用できないこと。また、ソケットの

製作要素価格においては、いかなる加算もできないこと。 

エ～キ （略） 

備考 

 １ 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであるこ

と。 

 ２ 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修

理不能となるまでの予想年数を示したものであること。 

⑶・⑷ （略） 

⑸ 姿勢保持装置 

  （略） 

ア～オ （略） 

カ 耐用年数 

耐用年数 

     年 
備     考 

（略）   （略） 
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（注） 

構造フレームに車椅子及び電動車椅子としての機能を付加

する場合は、構造フレームの耐用年数を６年とすること。 

 ⑹ 車椅子 

   （略） 

 ア～ウ （略） 

 エ 加算要素価格 

  (ｱ) （略） 

  (ｲ) 構造部品加算 

本体部位 名   称 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

１ （略） 

  ２ 各構造部品（片側１単位のものを除く。）はそれぞれの

本体部位において他の構造部品と併用加算できないこと。 

  (ｳ) 付属品 

名 称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

クッショ

ン （ カ

バ ー 付

き） 

（略） （略） 価格は、オーダーメイ

ドのものに限ること。

レディメイド（平面形

状型、モールド型に限

る。）の場合は、オー

ダーメイドの上限価格

の範囲内でカタログ等

に記載の額とするこ

と。 

（略） 

  

   

座板  （略） クッション一体型（ク 

（注） 

構造フレームに車椅子及び電動車椅子としての機能を付加

する場合は、耐用年数を６年とすること。 

 ⑹ 車椅子 

   （略） 

 ア～ウ （略） 

 エ 加算要素価格 

  (ｱ) （略） 

  (ｲ) 構造部品加算 

本体部位 名   称 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

１ （略） 

  ２ 各構造部品はそれぞれの本体部位において他の構造部品

と併用加算できないこと。 

  (ｳ) 付属品 

名 称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

クッショ

ン （ カ

バ ー 付

き） 

（略） （略） 姿勢保持装置の完成用

部品を使用する場合は

算定することができな

いこと。 

 

 

 

 

 

（略） 

  

   

座板  （略） クッション一体型の場 
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   ッション（カバー付

き）を除く。）の場合

は 3,000 円増しとする

こと。 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

（削る） 

 

 

  カットアウトテーブル、姿勢保持部品及びベルトが必要な

場合は、１の⑸の姿勢保持装置の価格を加えることができる

こと。 

 オ （略） 

⑺ 電動車椅子 

   （略） 

名 称 定     義 備 考 

（略） （略）  

簡易形 車椅子に電動駆動装置及び制御装置（着

脱可能なものを含む。）を取り付けた簡便

な電動車椅子で、使用者が操作して使用す

る以下のものとする。 

（略） 

アシスト

式 に 加

え、切替

式の機能

を有する 

  ハ イ ブ

リッド式

の 場 合

は、アシ

スト式と

して算定

する。 

 ア・イ （略） 

   合は 3,000 円増しと

し、クッション（カ

バー付き）と併用加算

できないこと。 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

１ クッションについて、姿勢保持装置の完成用部品を使用

する場合は、１の⑸の姿勢保持装置の価格を加えること

ができること。 

  ２ カットアウトテーブル、姿勢保持部品及びベルトが必要

な場合は、１の⑸の姿勢保持装置の価格を加えることがで

きること。 

 オ （略） 

⑺ 電動車椅子 

   （略） 

名 称 定     義 備 考 

（略） （略）  

簡易形 車椅子に電動駆動装置又は制御装置を取

り付けた簡便な電動車椅子で、使用者が操

作して使用する以下のものとする。 

 

（略） 

（新設） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ア・イ （略） 
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 ウ 本体価格 

名 称 区 分 
上限価格 

    円 
備   考 

標準形 （略） （略） 駆動モータ、充電器及び転

倒防止装置を含むものであ

ること。 

（略） 

 

簡易形 （略） （略） （略） 

駆動モータ、充電器及び転

倒防止装置（折りたたみの

有無は問わない）を含むも

のであること。 

 エ 加算要素価格 

  (ｱ) （略） 

  (ｲ) 構造部品加算 

本体部位 名 称 
上限価格 

    円 
備 考 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

１ （略） 

２ 各構造部品（片側１単位のものを除く。）はそれぞれの

本体部位において他の構造部品と併用加算できないこと｡ 

  (ｳ) （略） 

 オ （略） 

 ⑻ その他 

種目 名 称 定  義 付属品 
上限価格 

    円 

耐用

年数 

年

備  考 

（略） （略） （略） （略） （略） （略）（略） 

 ウ 本体価格 

名 称 区 分 
上限価格 

    円  
備   考 

標準形 （略） （略） 駆動モーター、充電器及び

転倒防止装置を含むもので

あること。 

（略） 

 

簡易形 （略） （略） （略） 

駆動モーター、充電器及び

転倒防止装置（折りたたみ

の有無は問わない）を含む

ものであること。 

 エ 加算要素価格 

  (ｱ) （略） 

  (ｲ) 構造部品加算 

本体部位 名 称 
上限価格 

    円 
備 考 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

１ （略） 

２ 各構造部品はそれぞれの本体部位において他の構造部品

と併用加算できないこと。 

  (ｳ) （略） 

 オ （略） 

 ⑻ その他 

種目 名 称 定  義 付属品 
上限価格 

    円 

耐用

年数 

年

備  考 

（略） （略） （略） （略） （略） （略）（略） 
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眼鏡 

（略） （略） （略） （略） （略）（略） 

弱視用 対象物の眼へ

の入射角を拡

大（又は縮

小）して見る

器械で、通

常、焦点非結

像系の光学系

を持つもの。

眼鏡フレーム

に固定された

「掛けめがね

式」と手に

持って使用す

る「焦点調整

式」の２種類

がある。 

Ａ 掛けめが

ね式 

Ｂ 焦点調整

式 

 Ａ 38,200

Ｂ 18,600

（削る） 

 

（削る） 

（略）掛けめがね式

で高倍率（３

倍率以上）の

主鏡を必要と

する場合は、

焦点調整式の

上限価格の範

囲内で必要な

額を加算する

こと。 

補聴

器 

高度難

聴用ポ

ケット

型 

 

次のいずれか

を満たすもの 

① JIS C 

5512―2000に

よる90デシベ 

ル最大出力音

圧のピーク値

の表示値が

140デシベル

未満のもの。 

（略） （略） （略）（略） 

骨導式眼鏡型

で平面レンズ

を必要とする

場合は、修理

基準の表に掲

げる交換の額

の範囲内で必

要な額を、ま

た、矯正用レ

高度難

聴用耳

かけ型 

眼鏡 

（略） （略） （略） （略） （略）（略） 

弱視用 対象物の眼へ

の入射角を拡

大（又は縮

小）して見る

器械で、通

常、焦点非結

像系の光学系

を持つもの。

眼鏡フレーム

に固定された

「掛けめがね

式」と手に

持って使用す

る「焦点調整

式」の２種類

がある。 

Ａ 掛けめが

ね式 

Ｂ 焦点調整

式 

 （新設） 

（新設） 

Ａ 38,200

Ｂ 18,600

（略）高倍率（３倍

率以上）の主

鏡を必要とす

る場合は、焦

点調整式の上

限価格の範囲

内で必要な額

を加算するこ

と。 

補聴

器 

高度難

聴用ポ

ケット

型 

 

次のいずれか

を満たすもの 

① JIS C 

5512―2000に

よる。 

90デシベル最

大出力音圧の

ピーク値の表

示値が140デ

シベル未満の

（略） （略） （略）（略） 

平面レンズを

必要とする場

合は、修理基

準の表に掲げ

る交換の額の

範囲内で必要

な額を、ま

た、矯正用レ

ンズ又は遮光

高度難

聴用耳

かけ型 
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90デシベル最

大出力音圧の

ピーク値が

125デシベル

以上に及ぶ場

合は出力制限

装置を付ける

こと。 

②  JIS  C

5512－2015に

よる90デシベ

ル入力最大出

力音圧レベル

の 最 大 値

（ピーク）の

公称値が130

デシベル未満

のもの。 

 

90デシベル入

力最大出力音

圧レベルの最

大値（ピー

ク）の公称値

が120デシベ

ル以上に及ぶ

場合は出力制

限装置をつけ

ること。 

ンズ又は遮光

矯正用レンズ

を必要とする

場合は、眼鏡

の修理基準の

表に掲げる交

換の額の範囲

内で必要な額

を加算するこ

と。 

耳かけ型で補

聴援助システ

ムを必要とす

る場合は、受

信機及びワイ

ヤレスマイク

の価格の合計

が 232,700 円

の範囲内でそ

れぞれ必要な

額を加算する

こと。オー

ディオシュー

を必要とする

場 合 は 、

5,250円の範

囲内で必要な

額を加算する

こと。 

（略） 

 （略） （略） （略） （略）

もの。 

90デシベル最

大出力音圧の

ピーク値が

125デシベル

以上に及ぶ場

合は出力制限

装置を付ける

こと。 

②  JIS  C

5512－2015に

よる。 

90デシベル入

力最大出力音

圧レベルの最

大値（ピー

ク）の公称値

が130デシベ

ル未満のも

の。 

90デシベル入

力最大出力音

圧レベルの最

大値（ピー

ク）の公称値

が120デシベ

ル以上に及ぶ

場合は出力制

限装置をつけ

ること。 

矯正用レンズ

を必要とする

場合は、眼鏡

の修理基準の

表に掲げる交

換の額の範囲

内で必要な額

を加算するこ

と。 

 

重度難聴用耳

かけ型で受信

機、オーディ

オシュー、ワ

イヤレスマイ

クを必要とす

る場合は、修

理基準の表に

掲げる交換の

額の範囲内で

必要な額を加

算すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 （略） （略） （略） （略）
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骨導式

ポケッ

ト型 

IEC 60118―

9（1985）に

よる90デシベ

ル最大フォー

スレベルの表

示値が110デ

シベル以上の

もの。 

（略） （略）

骨導式

眼鏡型 

車載

用姿

勢保

持装

置 

 機能障害の状

況に適合させ

るため、体

幹、股関節等

を固定するた

めのパッド等

を装備し、乗

車中の姿勢を

保持すること

を可能にする

機能を有する

車載用の装置 

 69,900 （略）（削る） 

姿勢保持のた

めの上肢支え

を取り付ける

場合は6,000

円増しとする

こと。 

座面に軟性の

内張りを付し 

た 場 合 は

5,350円増し

とすること。 

 

 

 

   頭部を保持す

る必要がある

場合は、１の

⑸のエの(ｱ)

に掲げる頭部

支えの価格を

加算できるこ

と。 

骨導式

ポケッ

ト型 

IEC 60118―

9（1985）に

よる。90デシ

ベ ル 最 大

フォースレベ

ルの表示値が

110デシベル

以上のもの。 

（略） （略）  

骨導式

眼鏡型 

座位

保持

椅子 

 機能障害の状

況に適合させ

るため、体

幹、股関節等

を固定するた

めのパッド等

を装備し、座

位を保持する

ことを可能に

する機能を有

する椅子で、

車載用のもの

も含むこと。 

 26,100 （略）児童に限る。 

机上用の盤を

取り付ける場

合は6,000円

増しとするこ

と。 

 

座面に軟性の

内張りを付し 

た 場 合 は

5,350円増し

とすること。 
 

 

   車載用のもの

は、オーダー 

メイド又はレ

ディメイドに

かかわらず、

43,800円増し

とすること。 
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   オーダーメイ

ドであるかを

問わないこ

と。 

（略）  （略）  （略） （略）（略） 

歩行

器 

JIS T 9264－2025又はJIS T 9265－2025に定める構造を

有するもの。 

（略） （略）  （略）（略） （略） 

（削る）

 （削る）  （削る）（削る）（削る） 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略）（略） 

備考 

１ （略） 

２ 耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又

は調整を行うこと。耐用年数とは、通常の使用状態において当

該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているもので

あるため、耐用年数を一律に適用しないこと。なお、児童につ

いては、成長速度や使用環境等も踏まえ、柔軟に対応するこ

と。 

２ 借受け基準 

 ⑴ （略） 

 ⑵ その他 

種目 名 称 定義 付 属 品 
上限価格 

    円 
備  考 

 

   （新設） 

 

 

 

（略）  （略）  （略） （略）（略） 

歩行

器 

JIS T 9264－2012又はJIS T 9265－2019による。 

 

（略） （略）  （略）（略） （略） 

頭部

保持

具 

 座位保持椅子

等に装着して

用いるもの

で、頭部を固

定する機能を

有するもの 

 7,550 ３児童に限る。 

（略） （略） （略） （略） （略） （略）（略） 

備考 

１ （略） 

２ 耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不

能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年

数を一律に適用しないこと。 

 

 

 

２ 借受け基準 

 ⑴ （略） 

 ⑵ その他 

種目 名 称 定義 付 属 品 
上限価格 

    円 
備  考 
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車
載
用
姿
勢
保
持
装
置 

 機能障害の状

況に適合させ

る た め 、 体

幹、股関節等

を固定するた

めのパッド等

を装備し、乗

車中の姿勢を

保持すること

を可能にする

機能を有する

車載用の装置 

 2,900（削る） 

姿勢保持の

ための上肢

支えを取り

付ける場合

は、250円増

しとするこ

と。 

（略） 

頭部を保持

する必要が

あ る 場 合

は、400円増

しとするこ

と。 

 

 

 

 

 

歩 

行 

器 

JIS T 9264－2025又はJIS T 9265－2025に定める構造を

有するもの。 

（略） （略） （略） （略）（略） 

（略） （略） （略） （略） （略）（略） 

備考 

 （略） 

３ 修理基準 

 ⑴ 義肢―殻構造義肢 

 （略） 

ア ソケットの交換 

   ソケットを新たに製作する場合は、１の⑴のウの基本価格

に１の⑴のエの(ｱ)のソケットの上限価格を加算した額をもっ

座

位

保

持

椅

子 

 機能障害の状

況に適合させ

る た め 、 体

幹、股関節等

を固定するた

めのパッド等

を装備し、座

位を保持する

ことを可能に

する機能を有

する椅子で、

車載用のもの

も含むこと。 

 1,050児童に限る｡ 

机上用の盤

を取り付け

る場合は、

250円増しと

すること。 

 

 

（略） 

車載用のも

のは、オー

ダーメイド

又はレディ

メイドにか

かわらず、

1,800円増し

と す る こ

と。 

 

 

歩 

行 

器 

JIS T 9264－2012又はJIS T 9265－2019による。 

 

（略） （略） （略） （略）（略） 

（略） （略） （略） （略） （略）（略） 

備考 

（略） 

３ 修理基準 

 ⑴ 義肢―殻構造義肢 

（略） 

ア ソケットの交換 

   ソケットを新たに製作する場合は、１の⑴のウの基本価格

に１の⑴のエの(ｱ)のソケットの上限価格を加算した額をも
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て修理価格の上限額とし、ソケットを複製する場合は、１の

⑴のイの採型区分ごとの複製価格に１の⑴のエの(ｱ)のソケッ

トの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とする

こと。ただし、筋電電極が必要な電動義手において完成用部

品に掲げられた筋電電極の交換を伴わない場合は、ダミー用

部品価格として5,600円増しとすること。 

（略） 

⑵～⑸ （略） 

 ⑹ 車椅子 

名称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略）（略） 

 

フット・レッグサポートベルト交

換 
フット・レッグサポートパッド交

換（片側） 
フット・レッグサポート交換（挙

上式、片側） 
フット・レッグサポート交換（着

脱式、片側） 
フット・レッグサポート交換（開

閉着脱式、片側） 
フット・レッグサポート交換（挙

上・開閉着脱式、片側） 

2,900

5,500

8,550

6,250

7,350

11,100

 

（略） 

（略） （略） （略）（略） 

って修理価格の上限額とし、ソケットを複製する場合は、１

の⑴のイの採型区分ごとの複製価格に１の⑴のエの(ｱ)のソ

ケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額と

すること。ただし、節電電極が必要な電動義手において完成

用部品に掲げられた筋電電極の交換を伴わない場合は、ダミ

ー用部品価格として5,600円増しとすること。 

 （略） 

⑵～⑸ （略） 

 ⑹ 車椅子 

名称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略）（略） 

 

フット・レッグサポートベルト交

換 

フット・レッグサポートパッド交

換（片側） 

着脱式フット・レッグサポート交

換（片側） 

挙上式フット・レッグサポート交

換（片側） 

開閉挙上式フット・レッグサポー

ト交換（片側） 

開閉着脱式フット・レッグサポー

ト交換（片側） 

2,900

5,500

6,250

8,550

11,100

7,350

（略） 

（略） （略） （略）（略） 
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アームサポート交換（固定式） 

アームサポート交換（跳ね上げ

式） 

アームサポート交換（着脱式） 

肘当て交換 

 

 

 

5,000

6,750

6,550

5,000

高さ調整の

構造を有す

る 場 合 は

3,600 円 、

角度調整の

構造を有す

る 場 合 は

7,650 円 、

ア ー ム サ

ポ ー ト 幅

広、アーム

サポート延

長の各構造

を有する場

合はそれぞ

れ 3,900 円

増しとし、

片側を１単

位とするこ

と｡ 

 

 ア ー ム サ

ポート交換

（固定式）

の場合は肘

当て交換を

算定できな

いこと。 

 

 

 

（略） （略） （略）（略） 

 

アームサポート交換（固定式） 

アームサポート交換（跳ね上げ

式） 

アームサポート交換（着脱式） 

（新設） 

5,000

6,750

6,550

（新設）

高さ調整の

構造を有す

る 場 合 は

3,600 円 、

角度調整の

構造を有す

る 場 合 は

7,650 円 、

ア ー ム サ

ポ ー ト 幅

広、アーム

サポート延

長の各構を

有する場合

はそれぞれ

3,900 円 増

しとし、片

側を１単位

と す る こ

と｡  

 ア ー ム サ

ポート交換

のうち、肘

当て部分の

みを交換す

る場合は固

定式の価格

をもって修

理価格とす

ること。 

（略） （略） （略）（略） 



14 
 

付
属
品 

（略） （略）ク ッ シ ョ

ン、背クッ

ション及び

ヘ ッ ド サ

ポート交換

（オーダー

メイドに限

る。）の場

合 は 、

1,350 円 を

加算するこ

とができる

こと。 

ク ッ シ ョ

ン､背クッ

ション及び

ヘ ッ ド サ

ポートのカ

バーのみを

交換する場

合は､１の

⑸ の エ の

(ｴ)に掲げ

る支持部カ

バーの上限

価格をもっ

て修理価格

と す る こ

と｡ 

  

（略） （略） （略）（略） 

付
属
品 

（略） （略）ク ッ シ ョ

ン、背クッ

ション及び

ヘ ッ ド サ

ポート交換

（オーダー

メイドに限 

る。）の場

合 は 、

1,350 円 を

加算するこ

とができる

こと。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略）（略） 
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（注） 

１ 部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサ

ポート、フットサポート、アームサポート等について、成

長に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず１回当たり

5,000 円を加算した額をもって修理価格とすること。 

２ 使用中の車椅子に電動車椅子簡易形の機能を付加する場合

は、１の⑺のウに定める価格の範囲内の額をもって修理価格

とすること。 

 ⑺ 電動車椅子 

 ア 標準形 

名称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略）（略） 

 

フット・レッグサポートベルト交

換 

フット・レッグサポートパッド交

換（片側） 

フット・レッグサポート交換（挙

上式、片側） 

フット・レッグサポート交換（着

脱式、片側） 

フット・レッグサポート交換（開

閉着脱式、片側） 

フット・レッグサポート交換（挙

上・開閉着脱式、片側） 

フット・レッグサポートフレーム

交換（片側） 

2,900

5,500

8,550

6,250

7,350

11,100

5,700

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

（略）（略） 

（注） 

部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサ

ポート、フットサポート及びアームサポート等について、成長

に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず１回当たり 5,000 円

を加算した額をもって修理価格とすること。 

（新設） 

 

 

 ⑺ 電動車椅子 

 ア 標準形 

名称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略）（略） 

 

フット・レッグサポートベルト交

換 

フット・レッグサポートパッド交

換（片側） 

着脱式フット・レッグサポート交

換（片側） 

挙上式フット・レッグサポート交

換（片側） 

開閉挙上式フット・レッグサポー

ト交換（片側） 

開閉着脱式フット・レッグサポー

ト交換（片側） 

フット・レッグサポートフレーム

交換（片側） 

2,900

5,500

6,250

8,550

11,100

7,350

5,700

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

（略）（略） 
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アームサポート交換（固定式） 

アームサポート交換（跳ね上げ

式） 

アームサポート交換（着脱式） 

肘当て交換 

5,000

6,750

6,550

5,000

高さ調整の

構造を有す

る場合は 

3,600 円 、

角度調整の

構造を有す

る 場 合 は

7,650 円 、

ア ー ム サ

ポ ー ト 幅

広、アーム

サポート延

長の各構造

を有する場

合はそれぞ

れ 3,900 円

増しとし、

片側を１単

位とするこ

と｡ 

ア ー ム サ

ポート交換

（固定式）

の場合は肘

当て交換を

算定できな

いこと。 

 

 

 

 

アームサポート交換（固定式） 

アームサポート交換（跳ね上げ

式） 

アームサポート交換（着脱式） 

（新設） 

5,000

6,750

6,550

（新設）

高さ調整の

構造を有す

る場合は 

3,600 円 、

角度調整の

構造を有す

る 場 合 は

7,650 円 、

ア ー ム サ

ポ ー ト 幅

広、アーム

サポート延

長の各構造

を有する場

合はそれぞ

れ 3,900 円

増しとし、

片側を１単

位とするこ

と｡ 

ア ー ム サ

ポート交換

のうち、肘

当て部分の

みを交換す

る場合は固

定式の価格

をもって修

理価格とす

ること。 
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電動又は電磁ブレーキ交換（標準

形） 

18,500価格は、１

個当たりの

ものである

こと。 

（略） （略） （略）（略） 

付
属
品 

付属品交換 （略）ク ッ シ ョ

ン、背クッ

ション及び

ヘ ッ ド サ

ポート交換

（オーダー

メイドに限

る。）の場

合 は 、

1,350 円 を

加算するこ

とができる

こと。 

ク ッ シ ョ

ン、背クッ

ション及び

ヘ ッ ド サ

ポートのカ

バーのみを

交換する場

合は、１の

⑸ の エ の

(ｴ)に掲げ

る支持部カ

バーの上限

価格をもっ

 

電動又は電磁ブレーキ交換（標準

形） 

18,500（新設） 

 

 

 

（略） （略） （略）（略） 

付
属
品 

付属品交換 （略）ク ッ シ ョ

ン、背クッ

ション及び

ヘ ッ ド サ

ポート交換

（オーダー

メイドに限

る。）の場

合 は 、

1,350 円 を

加算するこ

とができる

こと。 

（新設） 
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 て修理価格

と す る こ

と。 

（注） 

（略） 

 イ 簡易形 

名称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略）（略） 

 

電動又は電磁ブレーキ交換 

介助用ブレーキ交換 

18,500

17,400

価格は、１

個当たりの

ものである

こと。 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

（略） 

 ⑻ （略） 

 

 

 

（注） 

（略） 

 イ 簡易形 

名称 種   類 
上限価格 

    円 
備   考 

（略） （略） （略）（略） 

 

電動又は電磁ブレーキ交換 

介助用ブレーキ交換 

13,300

17,400

（新設） 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

（注） 

（略） 

 ⑻ （略） 


